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１ 改正⺠事訴訟法（令和8年5月21⽇全⾯施⾏）の概要

① オンライン提出等
○ 訴え提起等の申⽴てに当たり、インターネットを使⽤して裁判所使⽤サーバの
ファイルに記録する⽅法による申⽴て（電⼦申⽴て）が可能（⺠訴法132条の10）

○ 答弁書その他の準備書⾯や、証拠説明書、書証の写しなど、当事者が提出すべき
書⾯についても、インターネットを使⽤して裁判所使⽤サーバのファイルに記録す
る⽅法による提出（電⼦提出）が可能（同法132条の10、⺠訴規則137条3項）

○ 訴訟記録の送達については、出⼒書⾯を送達する⽅法（同法109条）のほか、あ
らかじめ届出をした者に対しては、インターネットを使⽤する⽅法で⾏うこと（シ
ステム送達）が可能（同法109条の2）

○ 弁護⼠等の訴訟代理⼈は、電⼦申⽴て、電⼦提出、システム送達の届出が義務化
（同法132条の11、同規則52条の14、55条4項、137条4項）

⇔ 本⼈訴訟の場合でも利⽤可能だが、義務化はされていない

（法務省⺠事局「⺠事訴訟法（IT化関係）等の改正に関する法律（概要）」より引⽤）
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２ 法テラスにおける書類等作成援助と本人サポート

■ 書類等作成援助の創設
○ ⺠事裁判⼿続のデジタル化により、本人訴訟の場合でも、電⼦申⽴て・電⼦提
出・システム送達を利⽤した訴訟活動が可能となった

○ これに伴い、従来の書類作成援助に電磁的記録（デジタルで作成した裁判書類
等）の作成事務を含むことを明らかにする趣旨で、「書類等作成援助」と名称を
変更するとともに、作成するものとして「裁判所に提出する書類又は電磁的記
録」と明記する総合法律⽀援法の改正を⾏った（同法第30条第1項第2号ハ等）

■ 本⼈サポートの必要性の指摘
⺠訴法改正の議論の中で、IT機器の利⽤に習熟していない当事者でも電⼦申⽴

て等ができるように⽀援する必要性が指摘された（※）
⇒ 関係機関（法務省、最高裁、⽇弁連、⽇司連、法テラス）において、「本⼈
サポート」として、当事者への⽀援を実施している

※ 第208回国会 令和4年4月15⽇ 衆議院法務委員会 ⺠事訴訟法等の⼀部を改正す
る法律案に対する附帯決議（抜粋）
三 訴訟代理人に委任しない者が電⼦情報処理組織による申⽴て等を容易に利⽤でき
るよう、関係機関及び⽇本弁護士連合会・⽇本司法書士会連合会等と連携し、必要
に応じて弁護士・司法書士等による⽀援を受けられる環境整備に努めること。

２

（⽇司連及び法務省⼤⾂官房司法法制部作成リーフレット「裁判をしなければならないデジタルが苦⼿
な⽅々へ︕」より抜粋）


